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年休裁判結審！ 
２０１７年１１月２８日、大谷川さんが大阪地裁に提訴

した年休裁判は、昨年１２月２７日に原告・被告双方の証

人尋問を終えて２月２７日結審となります。 

 この裁判において、すべての予備者の勤務が勤務日５日

前まで指定されないという不当性についても原告訴状や

準備書面で展開してきました。その結果、前月２５日に指

定されるという大きな成果をあげることができました。 

年休失効については会社が準備書面や証人尋問で、ど

のように弁明しようとも、原告の大谷川さんをはじめ多くの

組合員や乗務員が年休を取得できず、年休失効に至った

という事実を覆すことはできません。 

結 審 

２月２７日 １３時 15分 

大阪地裁８０９号法廷 

最大限結集しよう！！ 


